
はじめに

　1997年11月22日，日本経済新聞は，山一証券

の自主廃業というスクープを一面トップで伝え

た。11月24日に行われた野沢社長らの記者会見

では，「証券不況の中で業績不振が続き，7月の

利益供与事件以降，社会的信用が失墜し，収益

が悪化，重大な局面に直面したこと，リストラ，

外資との提携などを進めているところに，多額

の簿外債務が発生したこと，さらに株価の急落

で信用不安が増大し，資金調達にも困る状況に

なったこと，役員間でその状況を踏まえて何度

も協議をした結果，予想される混乱を避けるた

めに自主廃業に向けて営業を休止することにし

たこと1）」が明らかにされた。自主廃業の基本的

な理由は，業績の悪化とともに，この記者会見

で初めて明らかにされた2,648億円にもおよぶ

簿外債務の存在であった。

　すでに周知のように簿外債務とは，「損失を隠

すため，子会社などに付け替えるなどして帳簿

に記載しない債務であり，山一の場合，含み損

のあるファンドが山一証券本社のものであるに

もかかわらず記載せず，これらを国内，海外ペー

パーカンパニー等に保有させたものであった2）」。

この自主廃業の発表とともに，7,500名の従業員

の雇用問題に関心が寄せられることになったが，

廃業を直前に控えた98年3月20日には，再就職希

望者の約70％が新たな職を確保したにすぎな

かった。

　この97年には，山一証券の自主廃業事件に代

表されるような経営者の「不祥事」事件が，野

村證券，第一勧銀，日本航空などで表面化し，

経団連が「コーポレート・ガバナンスのあり方

に関する緊急提言」を発表するにいたった。こ

うしたなかで，わが国でもコーポレート・ガバ

ナンスなる問題が注目され，監査役会や取締役

会といった会社統治のあり方が議論されるにい

たっている。

　さて現代の巨大株式会社では，かのアドルフ・

バーリー (Adolf Berle)とガーディナーC.ミーン

ズ(Gardiner C. Means)がアメリカの資産規模，

上位200社の実証的研究をもとに明らかにした

ように，株式所有の高度分散化の結果，株式所

有者と経営者との「分離」が進み，そのため

「専門経営者」の行動が株主の利害から自由にな

り，経営者の裁量の余地が拡大することになる

のである。いわゆる「所有と経営の分離」，「経

営者支配」にかかわる問題である。コーポレー

ト・ガバナンスなる問題は，このような「所有

と経営の分離」，「経営者支配」なる現象を背景

としているのであり，その意味でこの問題は「株

式会社形態を採った企業の所有と経営の問題3）」

と考えることができる。たしかにわが国中小企

業の多くは，株式会社形態を採っており，所有

と経営とが分離し，経営者によって経営されて

いる中小企業も存在するとはいえ，その大半の

企業では所有と経営は未分離であるというのが

現実であろう。このような現実からすればコー

ポレート・ガバナンスなる問題は，大企業に固

有の問題だといえる。

　とはいえ，コーポレート・ガバナンスを広義

に理解すれば，「企業と利害関係者との関係4)」
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を意味しているのであり，とくにわが国では，

コーポレート・ガバナンスなる問題が，「いわゆ

るバブル経済の崩壊の過程で一連の企業不祥事

が表面化し，バブル期における経営者の不公正

な行動やしばしば行き過ぎた投機的行動が企業

の諸利害関係者に対して多大な損失を与えるこ

とになったことから，経営者の独断的な経営決

定や投機的行動に対して何らかのチェックない

しモニタリングを強化していく5）」必要性から重

視されてきたことに注意しなければならない。

コーポレート・ガバナンスなる問題が，企業の

経営行動と利害関係者との関係にかかわるとす

れば，中小企業もこの問題に無関心ではいられ

ないであろう6）。

　本稿の課題は，このような問題状況と問題意

識を踏まえて，これからの中小企業の課題を

コーポレート・ガバナンスなる視点から整理す

ることにある。そこでまず，コーポレート・ガ

バナンスという概念と，その問題領域を中小企

業経営の視点から検討することにしよう。

１　コーポレート・ガバナンス概念とその問

題領域

　97年の11月には，山一證券の自主廃業ととも

に，大手20行の一つ，北海道拓殖銀行の「経営

破綻」が伝えられた。すでに周知のように拓銀

の経営破綻の原因とされたのは，バブル経済の

時期に展開された積極策の破綻による巨額の不

良債権の存在であった。この拓銀の経営破綻に

象徴されるようなバブル経済崩壊後の企業業績

の悪化，さらに山一証券の簿外債務の存在にみ

られるような経営者の「不祥事」の表面化とと

もに，「企業は誰のものか」，「企業は誰のために

あるのか」といった企業経営のあり方が問われ

ることになった。そしてそれとともに，効率的

で，公正な企業管理組織の再編成が問題にされ

るようになっているのである。コーポレート・

ガバナンスなる問題は，こうした問題と密接に

かかわっているのであるが，「企業は誰のもので

あるか」という問題が設定されること自体，こ

の問題が現代株式会社の制度的な特質と深く結

びついていることを示しているといえよう。そ

こで，簡単にでも株式会社の特質とコーポレー

ト・ガバナンスとの関連を整理しておくことに

しよう。

（１）現代株式会社とコーポレート・ガバナンス

　一般に株式会社の基本的な特徴は，企業規模

の増大にともなう大量の資本需要を，株券とい

う譲渡可能な有価証券に分割し，その株券の証

券市場での売買によりかかる資本需要を充足す

るところに求められる。いわゆる「資本の証券

化」である。しかしそのさい出資者，つまり株

主は，その責任を出資した株式の金額に限定さ

れることになる。これが出資者の有限責任制度

である。株式会社は，このような証券制度と有

限責任制度によって大量の資本需要を満たすこ

とができたのである。

　このように株式会社は，多数の出資者の存在

を前提としているのであり，そのため株式会社

では，「会社の財産は個々の株主の所有から切り

離されて法人としての会社自体7)」に属するよう

になり，その運営については，取締役会や監査

役会などの会社機関が行うようになる。もちろ

ん比較的規模が小さい場合には，資本の出資者

が会社の運営に携わることもあるが，資本規模

の増大とともに株主の数が著しく増加するにい

たる。そしてこのような株式の分散とともに，

株式の過半数を所有するような大株主は姿を消

し，会社の経営は，専門経営者が担当すること

になる。いわゆる「所有と経営の分離」なる問

題である。

　もちろんかかる株式の高度な分散から，経営

学の教科書にみられるほど単純に「経営者支配」

の成立を主張することはできないように思われ

る。そのさい，大株主による大衆株主の支配の

可能性や，機関投資家の存在などの問題を経済

学の分析を踏まえて考察することが必要であろ

う。だが，このような「所有と経営の分離」の

進展とともに，「誰が会社を支配するのか」が問
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われるようになったことが重要なのである。こ

こにコーポレート・ガバナンスが問題とされる

基盤があるといえる。とはいえ，コーポレート・

ガバナンスなる問題が，「近年にかけての株式所

有構造の新たな変化の中で提起8）」されてきたこ

とに注意しなければならない。

（２）機関投資家とコーポレート・ガバナンス

　さて，コーポレート・ガバナンスという概念

が，「文献の上で使われだしたのは，1980年代の

アメリカ9）」であったといわれている。アメリカ

では，すでに1970年代初頭から，「『キャンペー

ンGM』やペンセントラル鉄道の倒産を契機に

して，コーポレート・ガバナンスをめぐる論争

が活発におこなわれる10）」ようになっていたが，

80年代には敵対的な企業買収の増加とともに，

株主の立場から経営者に対するコーポレート・

ガバナンスが問われるようになったのである。

そのさい決定的なキャスティング・ボードを握

るようになったのは，いわゆる機関投資家で

あった。

　機関投資家というのは，「他人の資産を預かっ

てそれを株式で運用11）」する機関を意味してお

り，アメリカではかかる機関投資家の持ち株比

率は年金基金を中心に増大し，1950年には全体

の1％にすぎなかった年金基金の持ち株比率は，

90年には27％に達し，今やアメリカ最大の投資

家となっている。さらに1974年の従業員退職

所 得 保 証 法(Employee Retirement Income 

Security Act)は，年金基金の運用担当者の責任

を受託者責任として明らかにした法律であり，

現在，コーポレート・ガバナンスをもっとも積

極的に行っている公的年金基金のコーポレー

ト・ガバナンス活動への参加を促進する契機と

なったのである。この公的年金基金は，「州や地

方政府が公務員のために設定している，退職年

金の基金12）」であるが，「ドラッカーによると，

アメリカの企業年金のほとんどが定額受給方式

で，退職した従業員に対して給料の一定の割合，

通常は最後の5年間の平均給料の60％前後を支

給することが約束されている。そこで年金基金

の運用成績が良ければ企業の拠出額はそれだけ

少なくて済むことになるから，企業の経営者は

たえず年金基金のファンド・マネージャーや銀

行信託部のファンド・マネージャーに株式の運

用成績を上げるよう圧力を13）」かけているとい

うのである。とはいえ80年代まで，このような

機関投資家が，積極的にコーポレート・ガバナ

ンス活動を行うことはなかったのである。

　ところで，これまでアメリカでは，株主は投

資対象の企業の運営には介入せず，業績の悪い

会社の株は売るといういわゆる「ウォールスト

リート・ルール」に基づいて投資活動を行って

きた。けれども機関投資家の場合，その保有額

があまりにも増大したために，その持ち株を容

易に処分することはできなくなった。かかる機

関投資家は，80年代の敵対的な企業買収のなか

で，みずからの利益を守るために決定的なキャ

スティング・ボードを握ることになり，さらに

企業買収ブームの収束した90年代には，企業の

生産性や国際競争力を強化しようと，機関投資

家が経営者の企業経営のあり方を監視・チェッ

クするようになったのである。つまり，「問題の

発生を未然に防ぐために，発行会社経営陣と不

定期・非公式に意見交換」を行ったり，「機関投

資家が自らの代表である社外取締役を通じて行

動したり，他の機関投資家や大株主等と連絡を

とりあって，株主総会の決議を勝ち取ったり14）」

しているというのである。

　これまで簡単にアメリカにおけるコーポレー

ト・ガバナンス問題の背景をみてきたが，アメ

リカのコーポレート・ガバナンスとは，なによ

りもまず機関投資家と経営者との関係にかかわ

る問題であり，その内容は，企業業績が低迷す

るなかで，企業業績の向上を求めて，経営者の

経営を監視・チェックしていこうというものな

のである。そしてその具体的なあり方が，社外

取締役の派遣や経営者との意見交換などであっ

た。このようにコーポレート・ガバナンスなる

問題は，「所有と経営の分離」という現象がみら
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れる巨大な株式会社にかわる問題であり，その

多くが株式会社形態を採っているとしても，実

質的に所有と経営が分離していないような中小

企業では，株主を主体にし，企業を対象とする

コーポレート・ガバナンスは，重要な問題では

ないといえるであろう。とはいえアメリカでは，

コーポレート・ガバナンスなる問題が，「キャン

ペーンGM」に代表される企業の社会的責任を

問う運動のなかから問われてきたことに注意し

なければならない。

（３）ステイクホールダーとコーポレート・ガバ

ナンス

　「キャンペーンGM」，すなわち「GMに責任あ

る行動をとらせる運動」(the Campaign to 

Make General Motors Responsible)は，「株主提

案権を行使する形で，GMの事業の目的を公衆

の健康と安全を一致させるものに限定するよう

に定款を改定すること，取締役会に公衆の利益

を代表するものを参加させること，GMの意思

決定が公衆に与える影響と社会におけるGMの

役割を見守るための株主による諮問委員会

(advisory committee)を設置することなどを提

案」したが，GMの経営者の反対などによりこ

うした提案は実現しなかった。だがGM側は，

株主総会終了直後に，「５名の社外取締役からな

る公共政策委員会(public policy committee)を

設置し，急進的ではないが公民権運動の黒人活

動家である，サリバン(Sullivan, L.)を取締役に指

名15）」したのである。コーポレート・ガバナン

スなる問題は，このような企業の社会的責任と

の関連から問われてきたのであった。

　すでに検討してきたようにコーポレート・ガ

バナンスなる問題は，基本的には現代株式会社

における株主と経営者との関係にかかわる問題

であるといえるが，株式の高度分散とともに規

模の拡大した株式会社は，社会に対し大きな影

響力を有しているのであり，そのため「キャン

ペーンGM」にみられるような企業の社会的責

任が問われるようになっているのである。その

ためにアメリカの経営学でも，コーポレート・

ガバナンスを株主と経営者の関係に限定するの

ではなく，従業員や消費者，サプライヤーなど

のステイクホールダー (stakeholder)，すなわち

利害関係者の利害を考慮すべきことが指摘され

ているのである。実際わが国でコーポレート・

ガバナンスが注目されるようになったのは，バ

ブル崩壊後の企業業績の悪化とともに，山一証

券の簿外債務に象徴されるような経営者の不祥

事の表面化であったと考えられる。

  かくしてコーポレート・ガバナンスなる問題

は，狭義にいえば株主と経営者との関係を意味

しており，広義には企業の経営者と利害者集団

との関係を表すものといえる。そのさいこの問

題は，企業の経済責任だけでなく，社会的な責

任からも取り上げられるようになっているので

ある。一般にコーポレート・ガバナンスは，「企

業統治」や「会社統治」と訳されているが，こ

れまでの「会社支配論」とは異なり，株主や企

業に対する多様な利害関係者の立場から経営者

の立場をいかに監視・チェックしていくのか，

そしてそのために経営者に対するいかなるモニ

タリング・システムを構築するのかが課題と

なっていると考えられる。かかる問題意識から，

取締役会や監査役会などの企業のトップ・マネ

ジメントのあり方が検討されるにいたっている。

　これまで繰り返し指摘してきたように，所有

と経営が実質的に分離していないような中小企

業には，株主の視点に立ったコーポレート・ガ

バナンス問題は，あまり重要ではないように思

われる。とはいえ，コーポレート・ガバナンス

を広義に，経営者と利害関係者との関係と理解

し，企業の社会的責任にかかわるものと捉えれ

ば，中小企業経営にとっても無視することので

きない問題であろう。環境問題や製造物責任の

問われる現在，この問題はますます重要な問題

になるものと考えることができる。かかる広義

のコーポレート・ガバナンス問題は，さらに，

中小企業経営の視点に立てば，コーポレート・

ガバナンスの対象としての中小企業という問題
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と，利害関係者としての中小企業を主体とする

コーポレート・ガバナンス問題とに区別するこ

とができる16）。本稿では，コーポレート・ガバ

ナンスを経営者と利害関係者との関係と広義に

解釈し，さらに，それを利害関係者と中小企業

との関係にかかわる問題と，利害関係者として

の中小企業と大企業との関係にかかわる問題に

大別し，こうした枠組みから中小企業のこれか

らの課題を考えることにする。

２　中小企業の社会的役割と経営者

　すでに考察してきたようにコーポレート・ガ

バナンスは，広義に解釈すれば経営者と利害関

係者との関係にかかわる問題であり，「キャン

ペーンGM」に象徴されるように，この問題は，

企業の社会的責任なる視点から提起されている

のである。すなわち，社会的に大きな影響力を

持つ巨大企業の企業経営のあり方を，利害関係

者の立場から監視・チェックしていこうという

ものであった。もちろん中小企業は，大企業に

くらべればその社会的影響力も小さいといえる

が，その存立の社会的意義は規模以上に大きい

ものと考えられる。中小企業の「社会的責任」

なる問題は，この社会的な役割と密接に結びつ

いているものといえる。そこで，ここではまず，

わが国とともに中小企業の役割の大きいドイツ

を例に中小企業の社会的な役割を整理し，それ

をもとにわが国中小企業の社会的役割を確認す

ることにしよう。

（１）中小企業の社会・経済的役割と「規律」

　近年ドイツでは，中小企業の社会・経済的役

割が重視され，経済政策論議においても，中小

企業が重要な役割を担うようになっている。す

なわち，中小企業の「振興とその発展によりわ

が国経済の国際競争力や経済成長にポジティブ

な影響を期待できる17）」のであり，さらに大量

失業問題の解決のためにも中小企業の発展が期

待されているのである。このような中小企業の

社会・経済的な意義として，ドイツ経済省は，

市場，雇用，技術革新，そして職業訓練などの

面から中小企業の役割を評価している18）。この

ドイツ経済省の整理をもとに，中小企業の社会

的な役割を考えることにする。

　中小企業といっても，そのあり方はきわめて

多様であり，いわゆるサプライヤーとして部品

の生産を行っているものから，自社製品の生産・

販売により高い市場シェアを占めるものにまで

及んでいる。ドイツ経済省によれば，このよう

な多様性によって，市場での多様な需要を充足

できるというのである。そしてそのさい中小企

業は，その高い柔軟性から，市場の変化や景気

変動に早急に対応できるのであり，そのために

高い能率が保証されると考えられている。もち

ろんわが国でも，中小企業の存在はきわめて多

様であり，企業の下請制に組み込まれてパーツ

やコンポーネンツを生産するものから，生活に

直接関連する業務を行うものまで存在している

のである。

　ゼムリンガー (Klaus Semlinger)によれば，ド

イツの「中小企業が中心となる部門においては，

今日すでに広範にわたり中小企業の地位は，大

企業の市場活動に依存しているか（商業，配管，

保守と修理），または国家による規制によって支

援あるいは保護されている19）」という。後者の，

国家による規制の代表的な例がいわゆる手工業

であろう。ドイツには，商工業などとともに，

手工業という区分があり，1953年の手工業秩序

法では，かかる手工業における企業は「手工業

的に営まれる企業」と定義され，それに該当す

る事業として，衣服や食料の製造など93職種が

挙げられている。その後1965年の改正で125業種

に拡大されたが，その存立の条件として，「①物

やサービスの生産が工場制的方法によっていな

いこと，②その生産が手工業的に訓練された熟

練者によって行われ，職業の分業は半熟練者や

未熟練者を著しく増加させない程度にとどまっ

ていること20）」と理解されているのである。し

かも手工業において独立・開業するには，マイ

スター試験に合格することが必要とされ，さら
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に徒弟を養成するにも，マイスターという資格

が必要となる。その意味では，職業訓練の担い

手としても中小企業は重要な役割を果たしてい

るといえる。いずれにせよドイツでは，商工業

の分野での参入は比較的容易であるとはいえ，

生活と密接にかかわる手工業の分野では，マイ

スター資格の取得などによりその参入が規制さ

れているのである。

　かくして中小企業は，サプライヤーとして部

品やコンポーネンツの生産を行ったり，生活に

必要な財やサービスの生産や販売を行うなど，

その多様な活動によって社会のさまざまなニー

ズを充足しているのである。この点に中小企業

存立の社会的意義が見いだせるのであるが，ド

イツの手工業にみられるように，われわれの生

活に密接に関連する領域で中小企業の存立を確

保することが，とくに重要であろう。

　ところで，近年ドイツでは，中小企業は新た

な職場を創出する担い手として期待されるよう

になっている。このような認識は，70年代アメ

リカでは，大企業の雇用者数が減少したのに対

し，中小企業においては新たな職場が生まれた

という実証的な研究に基づくものであった21）。

事実ドイツでは，1990年から1996年までに中小

企業の数は，約120万社増加しており，雇用面で

も４％の増加であった。もちろん，問題はこの

ような事実をいかに評価するかであるとはい

え22），中小企業が雇用面で果たしている役割を

軽視することはできないであろう。平成11年版

の『中小企業白書』によれば，わが国企業の

99.6％が中小企業であり，雇用者の約６割がこ

のような中小企業で働いているのである。この

ように中小企業は，雇用面でも大きな役割を果

たしているといえる。

　フリッチュ (Michael Fritsch)は，中小企業分

野の発展が雇用の増大に寄与したという調査研

究に基づいて，中小企業分野の拡大に対する地

域政策のために３つのシナリオを示している。

つまり，1)大企業の生産過程の「分社化」，2)

「ニッチ」市場向けの中小企業の生産ネットワー

ク，そして3)「ハイ・テク」型の中小企業であ

る23）。最初のシナリオは，大企業のリストラの

結果として，中小企業が設立されるというもの

であるが，かかる中小企業での雇用拡大は，大

企業での人員削減と密接に結びついているので

あり，新たな雇用と結びつくものではないとい

うのである。第二のシナリオについては，中小

企業の拡大は，「ニッチ」市場の成長にかかって

おり，かりにこのような市場が増大するとして

も，市場の増大が見込める場合，大企業がこの

ような市場に参入し，かかる市場を支配してし

まうことが懸念されている。

　現在ドイツでもっとも重視されているのが，

中小企業の研究・開発能力，すなわち第三のシ

ナリオにかかわる問題である。ドイツでは，大

学などの研究施設を使って大学と民間との研究

開発が行われており，研究開発型のいわゆるベ

ンチャー企業には，政府からの資金による自己

資本充実のための融資制度などが設けられてい

る。わが国でも新たな成長分野の開拓のために，

政府などでは中小企業の研究開発やベン

チャー・ビジネスに大きな期待が寄せられてい

るが，フリッチュは，「新たな創業による『成長

の原動力』となるチャンスは，さまざまな新市

場が生まれる構造転換の局面に限定されてい

る24）」と指摘している。そうだとすれば，中小

企業発展についてのこのようなシナリオは，さ

まざまな問題を含んでおり，中小企業の成長に

よる雇用拡大という構想は，すでに存立する中

小企業の振興に求められるであろう。

　そのさい注目されるのが，ドイツでもっとも

重要な就労の分野として，手工業が重視されて

いることである。1995年に手工業では，56万4000

の事業所があり，約620万人が就労し，きわめて

ポジティブな発展を示しているという。もちろ

んかかる発展は，主として旧東ドイツでの手工

業の復興によるものであるとしても，わが国の

中小企業の発展にとって，ドイツ手工業のポジ

ティブな展開は注目することができるだろう。

それは中小企業が，「国民生活と密接な領域にそ
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の存在意義を求め，また日本経済の異様な成長

パターンを是正して安定した成長軌道にシフト

させる25）」ために重要な問題の所在を提起する

ものと考えられるからである。

（２）中小企業経営者とガバナンス問題

　すでにみたようにコーポレート・ガバナンス

なる問題は，現代株式会社における「所有と経

営の分離」を背景に問われているのであり，そ

の意味で株式会社に固有の問題と理解すること

ができる。そこで平成11年版の『中小企業白書』

によって，中小企業にしめる株式会社の比率を

みると，平成8年の中小企業数は，507万2922社，

そのうち会社形態を採るものが，163万7439社。

さらに，この会社形態のなかで株式会社形態を

採用する企業は，76万8875社と全体の約15％と

なっている。このように株式会社形態を採る中

小企業が全体の15％になっているとしても，株

式を公開している企業は，0.07％にすぎず，ほ

とんどの企業が未公開となっているのである。

　企業規模によって異なるが，中小企業経営者

の多くがオーナー経営者であり，株式会社形態

を採っている場合でも，その株主構成をみれば，

所有者の一族であることが多い。しかも「定款

に株式譲渡制限を設けている企業も53％ 26）」存

在するのである。もちろんコーポレート・ガバ

ナンス論が前提としているのは，「所有と経営の

分離」が見られるような公開の株式会社であり，

その意味では，非公開の会社が多く，株式の大

半をオーナーとその一族が所有している中小企

業では，コーポレート・ガバナンスは問題にな

らないように思われる。とはいえ，コーポレー

ト・ガバナンスなるものは，広義には「企業と

利害関係者の関係」を意味しているのであり，

しかも中小企業は，すでにみたように，その活

動が社会の需要を充足し，そしてそのことを通

じて多くの人々の雇用を担うという役割を果た

しているのである。このように，中小企業とい

えども従業員や顧客，地域社会などの利害関係

者と密接にかかわっているのであり，そのよう

な意味でコーポレート・ガバナンスという問題

が問われることになるのである。

　ところで，このようなコーポレート・ガバナ

ンスなる問題は，企業経営の正当性という問題

から生じたといわれている。出見世氏によれば

正当性とは，「『行動が社会に受容される度合い』

であり，『正義にかなうとして支持されること』

を意味27）」するという。経営者の会社支配の正

当性は，もちろん資本の所有に求められるが，

現代株式会社に見られるような「所有と経営の

分離」の進展，さらに専門経営者の出現は，経

営者統治の正当性を動揺させることになる。こ

こにコーポレート・ガバナンスなる問題が提起

されることになるのだが，このコーポレート・

ガバナンスをめぐる論議で正当性の条件と考え

られているのが，説明責任(accountability)とモ

ニタリングという概念である。

　説明責任とは，「行為の結果について説明し報

告する義務28）」であり，それは，株式会社にお

ける株主に対する経営者の説明責任にとどまる

ものではなく，利害関係者に対する説明責任を

も含むものと考えることができる。このような

説明責任に対しモニタリングは，株主や利害関

係者が経営者の企業運営のあり方に対する監視，

ないしチェックであると考えられる。したがっ

てコーポレート・ガバナンスなる問題は，企業

の支配構造に，利害関係者の経営者に対するモ

ニタリングを行う制度や，経営者の説明責任の

遂行を求める制度をいかに構築するのか，とい

う問題と密接に結びついているのである。そし

て，この企業の支配機関のあり方が，しばしば

経営の効率と関連して論議されるのである。

　中小企業では，一般にオーナー経営が多く，

かりに株式会社形態を採っているとしても，未

公開の企業が多く，役員数も比較的制限される

ことが多くなっているのである。しかも中小企

業の「組織（作業組織と管理組織）は経験主義

的に編成されて，多くの場合，権限も責任も不

明確で創立者のワンマンコントロール組織に

なっている29）」という。中小企業のこのような
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経営・管理のあり方からいえば，外部からの意

見などを反映することは，現状では困難なよう

に思われる。

　けれども中小企業には，財の生産やサービス

の提供を通じて社会の需要を充足し，そのよう

な活動によって従業員の雇用の安定に寄与する

などの課題があり，そのためには企業の維持・

存続が求められよう。とくに現在のように，情

報化やグローバル化など経営環境の変化が著し

い状況では，経営者の意志決定にあたってさま

ざまな意見や判断を取り入れることが重要であ

ろう。だが，そのさい問題となるのが，経営者

の性格である。もちろん中小企業の経営者と

いっても，そのあり方はきわめて多様であると

はいえ，一般に中小企業には，オーナー経営が

多く，企業は自分のものという意識が強いとい

われている。そのため自らの後継者についても，

オーナーの子息やその一族と考えられているの

である。

　たしかに企業の所有者は，経営者やその一族

であるとしても，経営者の「自己の企業という

意識が強くなりすぎて，経営管理を客観的にな

がめ，経営管理の原則に従って行動しようとい

う気持ち30）」が少なくなり，効率的な経営がで

きなくなることは利害関係者にとっても重要な

問題である。しかも，有能な後継者が見つから

ず，廃業ということにでもなれば，従業員の雇

用確保という点で問題となるであろう。『中小企

業白書』によれば，経営が悪化した場合最も実

施しにくい事項として，「従業員の削減」が挙げ

られており，次いで「取引先との決済の延長」，

「従業員の給与の削減」が指摘されている。この

ように中小企業でも利害関係者との調整が重視

されており，しかもオーナー企業の経営目標と

しても，「長期的な企業の成長」や「企業の存

続」が意識されているのである。そうだとすれ

ば企業の維持・発展という視点からも，経営者

の意志決定に様々な意見を反映させる仕組みを

取り入れ，経営を「近代化」することが求めら

れるであろう。

（３）ステイクホールダーと中小企業

　一般に企業のステイクホールダーとして，株

主や顧客，従業員，さらに金融機関や圧力団体

などを指摘することができる。中小企業の場合，

株式会社形態を採っているとしても，すでにみ

たように未公開の会社が多く，そのため中小企

業ではステイクホールダーとして株主が重要に

なることはほとんどみられない。ここでステイ

クホールダーとして重要になるのは，顧客，取

引先と従業員である。『中小企業白書』によれば，

経営に対して影響の強い主体として，多くの企

業が「取引先・顧客」を挙げている。もちろん

その影響のあり方は，中小企業の分業での地位

や市場とのかかわり方などによって異なってい

るといえるが，「取引先・顧客」の影響が中小企

業の経営に強く作用していることをさしあたり

確認しておこう。取引先との関係については，

次の節で検討することにしよう。

　ところで，わが国の中小企業にとって，「取引

先・顧客」とならんで重要なステイクホールダー

が，従業員である。この従業員の経営者に対す

るモニタリング機能をもつ組織として，しばし

ば労働組合が挙げられている。もちろん労働組

合は，労働条件の維持，向上を課題とする労働

者の恒常的組織であり，労働条件をめぐる交渉

にこそその中心的な意義があるといえる。だが，

企業の活動が労働者の労働条件に大きな影響を

与える以上，労働組合も経営者の行動を監視す

ることが必要となる。その限りで，労働組合も

従業員のモニタリング機能を果たす制度とみる

ことができる。

　けれどもわが国では，労働組合は大企業や公

務分野を中心に組織されており，中小企業分野

での組織率はきわめて低く，しかも中小企業経

営者のなかにも労働組合に対する敵対的な意識

が強く残っており，労働組合が十分なモニタリ

ング機能を果たすまでにいたっていない。もち

ろん労働組合の存在しない企業でも，社員会や

親睦会などの従業員組織が設置されている。と

はいえ，このような組織の結成目的は，「親睦を
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図るため」が多く，従業員の意見を経営に反映

するという目的はあまりみられない31）。

　株式会社形態を採る企業では，『中小企業白

書』にみられるような，従業員持株制度や，「取

締役や従業員に一定量の株式を一定期間に一定

の価格で会社から買い取ることのできる権利を

付与する32）」ストック・オプション制度の導入

などが考えられるであろう。しかし，こうした

制度では従業員の参加意識を通じて従業員のイ

ンセンティブの高揚に寄与するとしても，従業

員のモニタリングや経営者の説明の機関として

は適切ではないであろう。むしろ企業の維持・

存続のために，従業員の意見を反映させる従業

員の経営参加といった制度が求められているよ

うに思われる。

　たしかにオーナーが，従業員とともに直接現

場に携わるような企業では，従業員との人間的

な結びつきが強く，従業員の意見などを聞くこ

とも可能であろう。けれども，企業規模が拡大

し，従業員数が増えれば，このような人間的な

つながりは希薄になり，従業員の意見を直接反

映させることは難しくなる。そのために従業員

の経営参加などの方法が必要になるといえる。

実際ドイツでは，オーナーと従業員の関係が希

薄になる小規模な手工業では，法的な規定（後

述する経営体制法）に基づいて選出される従業

員の代表が，従業員の意見を代表する経営オン

ブズマンとして活動しているのである。

　いずれにせよ，社会的に有用な機能を果たし，

従業員の雇用の場を提供する中小企業の存続を

図るという視点から，中小企業においても，利

害関係者の意見を反映し，効率的な経営を行う

ガバナンスのための制度を設置することが求め

られる。そのためには，なによりもまず，経営

の「近代化」が必要とされるように思われる。

けれども，中小企業の存続・発展のためには，

競争の「場」のあり方が問われなければならな

い。そこで次に，企業間関係からガバナンスの

問題を考えることにしよう。

３　企業間関係とコーポレート・ガバナンス

　これまで考察してきたように，コーポレート・

ガバナンスは，狭義には株主と経営者との関係

にかかわる概念であり，広義には経営者と利害

関係者との関係を意味するものであった。この

ようなコーポレート・ガバナンスは，経営者の

正当性にかかわっているのであり，その具体的

なあり方として，経営者の説明責任や利害関係

者のモニタリングが問題とされているのである。

そして現在，このような問題を反映するような

管理機関の再編が課題とされているのである。

これまで中小企業を対象に，このようなガバナ

ンス問題を考えてきた。次に中小企業をステイ

クホールダーとするガバナンスの問題を取りあ

げることにしよう。そのさい，次の点に留意す

る必要があるだろう。一般にコーポレート・ガ

バナンスとして，経営者の説明責任や利害関係

者のモニタリングなどの問題が取りあげられて

いるが，浅沼萬里氏によれば，取引の性質の違

いに基づいて，取引を制御するための機構も，

ガバナンス機構として取りあげられ33），企業間

関係の問題もガバナンス問題として議論される。

ここでは，下請問題を中心に企業間関係を検討

し，それを踏まえて中小企業のモニタリングの

問題を考えることにしよう。

（１）企業間取引とガバナンス構造

　わが国の下請制については，これまですでに

豊富な研究が蓄積され，わが国の企業間分業シ

ステムや取引のメカニズムなどが実証的に解明

されてきた。そして近年では，「取引費用」アプ

ローチから，下請取引の多様な問題が究明され

てきたのである。ここではこれまでの研究成果

を踏まえ，わが国下請取引の特徴の一端を，ド

イツの取引慣行との比較を通じて明らかにする

ことにする。

　ところでわが国下請取引の特徴の一つとして，

長期継続的な取引であることが指摘される。そ

れに対し欧米では，１年ごとに仕事を発注する
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単年度契約が主流であったが，近年親企業との

デザイン・インや品質重視の結果，複数年契約

への移行が進んでいる。ドイツでも，これまで

の単年度契約から３年以上の複数年契約に変化

しているとはいえ，発注については依然として

競争入札という方法が採られているのである。

ドイツでは，発注元が仕事を発注する場合，メッ

セや，部品などを生産することが可能な企業の

データベースなどを利用してサプライヤーを探

し，こうしたサプライヤーからの見積もりを受

けて，発注元は，そのなかでもっとも安価な価

格を示したサプライヤーに発注することになる。

もちろんそのさい価格だけでなく，品質や納期

なども考慮されるとはいえ，サプライヤーの選

定はこのような競争入札という方法が採られる

のであり，わが国のように親企業から長期安定

的に発注が行われているのではない。

　もちろんわが国の中小企業も，販路の拡大に

取り組んでいるのであり，そのために海外の

メッセなどにも参加しているのである。そのさ

い次の点が注目される。つまり，ドイツの企業

では，発注のさいにサプライヤーの給付能力が

問題にされるために，小さな企業でも大企業と

取り引きできるのに対し，わが国の大企業など

では，取引先の信用が重視され，取引のための

口座をもたない企業は，直接取り引きすること

ができないということである。このことは，わ

が国の大企業が安定的な生産を課題としてきた

ことの反映とみることもできるだろう。いずれ

にせよ，このような慣行のために中小企業の販

売の拡大は著しく制約されるのであるが，しか

し，この問題は，わが国中小企業の体質と深く

かかわっているといえる。

   わが国の中小企業は，いわゆる「高度経済成

長」の過程で，大企業の下請制のもとに組み込

まれてきたのであるが，安定的な大量の受注が

確保される下請制のなかで，中小企業の機能は

その存立に必要な職能に限定されてきたのであ

る。中小企業の職能構造は，業種や下請分業で

の地位によって異なるといえるが，一般に製造

業の場合，企業規模が小さくなるとともに生産

機能に「特化」していく傾向がみられる。生産

機能に「特化」した小規模な経営体では，親企

業の生産計画に合わせた「仕事」が流れ込み，

しばしばそれにかかわる原材料が貸与される。

こうした経営では，経営活動の大半は生産や加

工という仕事に費やされ，自立した企業として

の活動は，著しく制約されているのである。こ

のような企業の総体が，下請制を形成している

といえる。

　わが国の中小企業に比べ相対的に自立的であ

るとみられるドイツの中小企業では，下請単価

の決定にあたって，発注側の必要とする仕様を

みたす原材料や，生産・加工内容から単価を算

定し，それに利益部分を加えて見積価格とし，

親企業と交渉のうえで決定されるのである。そ

して下請基本契約書に，使用する原材料と納入

の日時などが記載され，基本的には契約期間に，

単価の切り下げなどは行われないといわれてい

る。これに対し，すでにみたような取引関係に

基づくわが国では，親企業があらかじめ目標価

格を設定しており，「これをクリアーしくいくた

めに加工時間の短縮，加工方法の工夫，新素材，

新材料の採用等，生産ラインの改変等原価低減

に向けて親企業，下請企業が一体となったVA，

VE活動が展開され，目標価格の達成が図ら

れ34）」ているのである。そのために，契約期間

中であっても単価の切り下げが求められること

になる。したがって取引契約と実際の取引慣行

とが，しばしば乖離していると指摘されるので

ある。

  ドイツの企業間取引関係について，しばしば

寡占企業の市場での高い集中の影響が指摘され

るが，これまで簡単にみてきたように，わが国

の下請取引関係は，ドイツよりも著しい寡占企

業の集中と，それへの中小企業の高い依存を意

味しているといえるであろう。

（２）寡占企業とコーポレートガバナンス

   すでにみたようにコーポレートガバナンスな
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る問題は，利害関係者と経営者との関係にかか

わっているといえるが，利害関係者が経営に影

響を及ぼす方法には，企業に対する政府や地方

自治体の法的規制を強化することや，労働者の

場合，労働組合の交渉などを指摘することがで

きる。けれども，わが国でコーポレートガバナ

ンスが注目されたのは，「バブル崩壊後にみられ

る金融諸機関にみられる一連の企業不祥事や大

手ゼネコン汚職等々の大規模企業の一連の行動

に対し，その監督機構あるいはチェック機構の

確立の必要性が強く求められていることと関

連35）」しているのである。このようにコーポレー

トガバナンスへの関心の高まりは，金融機関や

大企業の「不祥事」をその契機としているので

あり，そのためコーポレートガバナンスが問題

とされるのは，「会社法制と経営実態が乖離して

いる36）」ためであると理解されるのである。も

ちろん，こうした不祥事には違法な行為による

ものが多いとしても，豊田商事事件のように，

「違法な行為の結果なのではなく，すべて商法，

会社制度にしたがって合法的に引き起こされて

いる37）」ことが問題なのである。コーポレート

ガバナンスは，まさに経営者による経営のあり

方そのものとかかわっているといえる。

　ところでドイツでは，大企業は多数の利害関

係者に影響を及ぼす公的な性格をもつものと考

えられており，株式会社形態を採る大企業には，

さまざまな規制が行われているのである。ドイ

ツの株式法では，株式会社の会社機関として監

査役会と取締役会の設置が規定されている。取

締役会が会社業務の執行にあたるのに対し，監

査役会は，「経営業務の単なる監督とチェックの

機関に止まらず，経営政策に対する実質的な最

高意志決定機関38）」なのである。1951年のいわ

ゆるモンタン共同決定法は，鉱山業および鉄鋼

業を営む株式会社，有限会社など常時1,000人以

上の従業員を雇用する企業の監査役会を，出資

者選出の監査役と労働者選出の監査役の労使同

数で構成し，さらに中立の公益代表を加えるこ

とが規定されている。この労使それぞれが選出

する監査役の規定をみると，いずれも公益代表

１名の選出が規定されているのである。

  ドイツでは，いわゆる共同決定は，企業の民

主的な運営の手段であり，しばしば企業権力の

間接的な統制の手段とさえ位置づけられるので

ある39）。このような共同決定に，51年のモンタ

ン共同決定法では，公的な利害を代表する人物

が参加することが規定されているのである。

1976年の共同決定法と，従業員500人以上の企業

の監査役会における構成を規定する経営体制法

では，このような公益代表の規定はみられない

が，ドイツでは，これまで大企業の権力を公的

にいかにコントロールするかについて，さまざ

まな試みが検討されてきた。その一つが，企業

法の提案であろう40）。企業法については，さま

ざまな提案が行われているが，1955年の法学者

による構想では，「株主総会の代わりに，株主・

労働者・公益の各代表者が，２対２対１の割合で

参加する代表者総会を選任する。代表者総会は，

経営委員会を選び，経営委員は，さらに取締役

を選任する41）」という企業組織の再編案が提案

されていた。このようにドイツでは，ステイク・

ホールダーの利害を反映するような企業組織の

改革が構想されているのである。

　さて，わが国の下請取引関係は，すでにみた

ように，ドイツ以上に高い企業集中と下請企業

の親企業への深い依存によって特徴づけられる

ものであった。わが国の中小企業は，かかる下

請制の一環として大企業の高い国際競争力を支

えてきたのであり，他方で生活に必要な財の生

産やサービスの提供を通じてわれわれの生活を

支えているのであり，そうした活動をもとに豊

かな雇用の場を提供してきたのである。けれど

も大企業の経営行動のあり方は，このような中

小企業の存立を脅かし，それによりわれわれの

生活を動揺させているといえる。

　近年，大企業における一連の不祥事の顕在化

を契機に，わが国でもコーポレートガバナンス

なる問題が注目され，株主やその他のステイク

ホールダーの経営者に対するモニタリングや，
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経営者の説明責任などに関連して，企業の最高

管理組織の国際比較や，その公正で効率的な再

編のあり方について豊富な研究が蓄積されてい

る。たしかに，このような研究は，企業経営の

あり方を考えるのに多くの示唆に富むものであ

ろう。だが，いま求められているのは，「社会的

に『必要なもの』を残すという視点42）」に立っ

て，こうしたステイクホールダーの利害を反映

するような企業組織の再編であるといえるだろ

う。

おわりに

　これまで繰り返し指摘してきたように，コー

ポレートガバナンスなる問題は，狭義には株主

と経営者との関係を意味しており，広義にとら

えれば利害関係者と経営者との関係にかかわる

問題であった。それは，利害関係者のモニタリ

ングや経営者の説明責任を反映するような企業

の意思決定機関の再編を具体的な課題とするも

のであった。ここでは，このようなガバナンス

の視点からこれからの中小企業の課題を考えて

きた。

　中小企業という視点からコーポレートガバナ

ンスを問題にすると，ステイクホールダーとし

ての中小企業と，ガバナンスの対象としての中

小企業に分けて考察することができる。後者に

ついていえば，雇用などの面で社会的な役割を

担う中小企業を存続させるという視点から，ス

テイクホールダーの経営への参加と，中小企業

経営の「近代化」が問題となるのである。だが，中

小企業の維持・存続のためには，取引先との関

係と競争のあり方が重要になるであろう。その

さいたとえば，わが国の下請取引関係は寡占企

業の高い集中と中小企業の親企業への深い依存

によって特徴づけられるのであり，ステイク

ホールダーとしての中小企業という視点からみ

れば，このような大企業のあり方に対して，モ

ニタリングできるような大企業の最高管理機関

の改革が求められるのである。このように，コー

ポレートガハナンスという視点から中小企業問

題を考えれば，豊かな社会の構築のためにわが

国企業社会のあり方が問われているといえるで

あろう。
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